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清和大学における公的研究費の管理・運営に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）〔平成１９年２月

１５日文部科学大臣決定〕」に基づき、清和大学（以下「本学」という。）において、文部科学省等から配分さ

れる競争的資金等を受けたことに係り、公的研究費が適正に管理・運営されるための必要事項を定めることを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 

一 「公的研究費」とは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中

心とした公募型の研究資金をいう。 

二 「部局等」とは、事務局、法学部をいう。 

三 「研究者等」とは、本学の教職員その他の本学の公的研究費の運営及び管理に関わる全ての者をいう。 

 （規程の準用） 

第３条 前条第一号に掲げる以外の公的研究費等の交付を受けた場合においても、この規程を準用する。 

（最高管理責任者） 

第４条 学長は、最高管理責任者として、本学全体を統括し、競争的資金等の管理・運営について最終責任を負

う。 

２ 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知し、それらを実施するために必要な措置を講じる

とともに、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の管理・運営が行え

るよう、適切に指示する。 

 （統括管理責任者） 

第５条 学校法人君津学園経理部長（以下、「法人経理部長」という。）は、統括管理責任者として、最高管理責

任者を補佐し、競争的資金等の管理・運営について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。 

２ 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、本学全

体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を書面にて最高管理責任者に報告

する。 

 （コンプライアンス推進責任者） 

第６条 大学事務局長は、コンプライアンス推進責任者として、本学における競争的資金等の管理・運営につい

て、実質的な責任と権限を持つ。 

２ コンプライアンス責任者は、統括管理責任者の下、次に掲げる業務を行わなければならない。 

 一 部局等内における対策を実施し、実施状況を確認するとともに実施状況を書面にて統括管理責任者に報告

する。 

 二 不正防止を図るため、部局等内の競争的資金等の運営・管理に関わる全ての研究者等に対し、コンプライ

アンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。 

 三 部局等において、研究者等が、適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必

要に応じて改善を指導する。 

 （事務処理手続き及び使用ルール等） 

第７条 本学は、競争的資金等に係る諸手続きとして次に掲げる事項を行う。 

 一 競争的資金等の応募資格を有する研究者の登録に関すること。 

二 応募・交付申請に係る手続きに関すること。 

三 交付された競争的資金等に係る管理・諸手続きを研究者に代わって行うこと。 

 四 実績報告に係る手続きに関すること。 

 五 間接経費に係る事務手続きに関すること。 

２ 本学では、競争的資金等の使用に当たっては、事前に物品購入申請書を総務課に提出し、決裁区分に従い、

決裁を得なければならない。ただし研究者からの申し出があり、学長が妥当と認めた場合は、立替え払いを

行うことができる。詳細は、第11条並びに第12条第1項に定める。 

３ 機関内外からの事務処理手続き及び使用ルール等に関する相談受付窓口は、総務課が担当する。 
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（行動規範） 

第８条 研究者等は、「学校法人君津学園教職員行為規範基本規則」に従って行動しなければならない。 

 （研修会等） 

第９条 事務処理手続き及び使用ルール等の周知・徹底のため、研究者等に対し、公的研究費の執行ルール等と

あわせて機関内のルール等に関する説明会を開催する。 

２ 不正使用を防止するため、コンプライアンス教育に係る研修会を実施し、研究者等の規範意識の向上を図る。 

３ 前項研修会実施の際、受講者の法令遵守義務及び意識の浸透度を図るため、全員から誓約書を徴収する。誓

約書は、原則として本人の自署によることとし、「本学の規則等を遵守すること、不正を行わないこと、規則等

に違反して不正を行った場合は本学や配分機関の処分及び法的な責任を負担する」旨を盛り込む。 

（経費管理） 

第 10 条 競争的資金等の経費管理は、学校法人君津学園経理部長（以下、「法人経理部長」という。）に委託す

る。 

２ 全ての支出経費の適切性の確認、払い出し、収支簿の作成・管理等に関する事務は、総務課が担当する。 

（発注及び検収） 

第11条 物品購入については、申請書を総務課に提出し見積書等を確認後、全て本部が発注する。 

２ 購入物品について総務課は、教員名、品名、型番、日付等をデータ管理し、納品の検収を行う。 

（経費支出の適切性の確認） 

第 12 条 事前に決裁を受けた出張旅費については、各研究者の立替払いとする。出張者は、帰学後、総務課に

「出張報告（記録）書」・領収証・航空券の半券等の証拠書類を持参し、事実確認報告を行う。 

２ 研究補助者等の選出は、研究者に一任する。研究者は、当該研究補助者等の学生証の写し（本学学生の場合）

又は履歴書を総務課に提出する。総務課で面談を行った上で、出勤簿を事務局に設置し、同課が出退勤の管理

を行う。作業終了後は、作業内容のコピー等を提出し、同課に支出依頼を行う。 

（不正防止計画の推進） 

第13条 不正防止計画の推進は総務課が担当する。 

２ 総務課は、不正防止計画の策定・推進を担うとともに公的研究費の運営及び管理・執行に係る実態の把握及

び検証を行う。 

３ 検証の結果、不正が発覚した場合は、学長に報告し、直ちに不正発生要因の排除・改善策等を講じ、その内

容を関係者に周知する。 

（内部監査） 

第14条 内部監査部門は、学長の直轄組織とし、必要な権限を付与する。 

２ 内部監査の取扱いは、別に定める。 

（通報及び告発等の受付窓口） 

第 15 条 競争的資金等の不正使用に関わる大学内外からの通報、告発、情報提供等に対応するため、告発受付

窓口（以下、「窓口」という。）を設置する。  

２ 窓口は、総務課長をもって充てる。 

３ 窓口は、次の業務を行う。 

一 不正使用に係る通報及び告発の受付け。 

なお、受付の際は、各個人の人権やプライバシーを厳守するとともに、当該内容の秘密保持に徹しなけれ

ばならない。 

二 不正使用に係る告発及び提供された情報の整理並びに統括管理責任者への取次ぎ 

４ 不正使用に係る告発等の制度については、研究者等に対して、研修会等で具体的な利用方法を周知徹底する。 

（調査委員会） 

第 16 条 学長は、不正使用の報告を受けた場合は、清和大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関

する規程第8、9及び11条に基づいて調査委員会を設置し、調査を指示する。 

 （不正行為者の処分） 

第 17 条 前条の調査委員会による調査の結果、不正使用が明白になった場合は、学長は不正に関与した研究者

に本学就業規則第５３条並びに第５４条による懲戒処分を行い、不正な取引に関与した業者には取引停止を通

告する。 
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２ 第14条の内部監査の結果、不正使用が明白になった場合も同様とする。  

３ 取引業者に対し、一定の取引実績（回数・金額等）や本学におけるリスク要因・実効性等を考慮した上で誓

約書の提出を求める。 

（改廃手続） 

第18条 本規程の改廃は、教授会の議を経て学長が決する。 

 

附 則 

この規程は、平成１９年１１月８日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２２年４月１５日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年１１月１２日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１４日から施行する。 

 

 


